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【はじめに】 
 平成 28 年４月 14日及び 16 日に、熊本地震が発生した。

熊本地震の特徴は、震度７の地震が連続した点、比較的規

模の大きな余震の多さ、この地震が熊本県内でも特に人口

が増加する地域で発生したという３点にある。熊本地震は、

死者数こそ少ないが、避難者数は 18 万人に上り、「車中泊」

及び「軒先避難」という避難形態が顕著に見られた。 

東日本大震災後、災害時の障害児・者に関する研究報告

が増加した。しかしながら、それらの知見は、震災・津波・

原子力発電所事故の複合被害を受けた事例である。単一地

震災害である熊本地震において、東日本大震災後にみられ

た発達障害児の特徴がそのままあてはまるわけではない。 

災害発生時に障害児は、子どもであることに加え障害があ

ることで、二重に脆弱な存在となる(Ronoh, 2015)。災害時

の障害児の脆弱性を、Peek & Stough (2010) は、①身体的

脆弱性、②心理的脆弱性、③教育的脆弱性の３つに分類した。

さらに、田中（2014）は、東日本大震災の経験をもとに、こ

れらに、④社会的脆弱性を加えた４分類を提起した。 

ところで、災害時に障害児は脆弱なだけの存在であるのか。

田中(2012)は、発達障害児が要援護者であるだけでなく援護

者になるエピソードを提示している。Peek & Stough (2010) 

は、災害時の障害児のニーズを的確に把握するためには脆弱

性の検討だけでは不十分であり、彼らのレジリエンスについ

ての研究が必要だと指摘する。 

本研究では、レジリエンスの定義を、「熊本地震の外傷体

験からの回復」とする。 

本研究の目的は、熊本地震においてみられた発達障害児と

家族の経験を明らかにし、地震災害時の発達障害児の脆弱性

とレジリエンスについて考察することである。 

 
【方法】 
１．対象 

 熊本地震で被災した、小・中学校に通う、発達障害のあ

る児童生徒（20 人,そのうち 11 人は知的障害を併せもつ）

の保護者 16人を対象とする。地震発生時の対象者の居住地

域は、熊本市及び益城町、西原村、南阿蘇村である。 

２．手続き 

（１）調査実施期間：平成 28 年６月～９月。 

（２）実施方法： 

対象者に対し、本調査研究に関する説明を行い、学術雑

誌及び学会発表等に関する承諾を得た後、個別に半構造化

面接を行う。面接の内容は対象者の了承を得て録音する。 

質問項目は、衛藤・川野（2015）等から９項目を選定し

た上で、「避難生活でよかったこと」と「震災後の家族の

変化」を加えた計 11項目とする。録音したデータを逐語記

録化し、匿名化を施した。 

 
【結果と考察】 
１．避難所に関すること 

調査対象者のうち、居住区域内の一次避難所を認識して

いた者の割合（以下、認知率）は 87.5％、福祉避難所の場

所や機能の認知率は 12.5％であった。子どもが知的障害を

併せもっている場合、避難所を利用する割合が顕著に低く

なることが明らかとなった。 

２．震災時の発達障害児とその家族のニーズ 

 震災時の発達障害児とその家族のニーズを、熊本地震発

生前後の４つのフェーズに分けて、Fig.１に示す。 

 

 

Fig.１ 震災時の発達障害児とその家族のニーズ 

 

３．震災時の発達障害児の４つの脆弱性 

（１）身体的脆弱性：感覚過敏（特に嗅覚）が避難所へ行

けない大きな理由の一つとして挙げられた。 

（２）教育的脆弱性：「福祉機関とのつながりの薄さ」、「療

育機関や放課後等デイサービスへの距離的な問題に

よる通所困難」が挙げられた。 

（３）心理的脆弱性：発達障害児の特徴が顕著に見られた。

その中でも特に日常生活のなかでこれまで身につけ

てきた、用便後水を流す等の、「正しいルーティン」

を崩すことの困難さが挙げられた。 

（４）社会的脆弱性：「機能しなかった要援護者名簿制度」、

「発達障害に対する周囲の無理解」が挙げられた。 

４．震災時の発達障害児のレジリエンス 
震災後の発達障害児に見られたレジリエンスととらえ

られるエピソードを分類した結果、震災後の適応が良好

であった等の「適応・回復」と、発達障害児がボランテ

ィアとして避難所や被災地で活動する等の「援護者とし

ての行動」という２つの視点が得られた。 

これらのことから、発達障害児に向けられる「守られ

るべき弱者」像とは異なる姿を、震災時に発達障害児が

示したことが明らかとなった。 

 

【おわりに】 
  今後は、災害時の発達障害児とその家族のニーズ、脆

弱性及びレジリエンスをふまえ、発達段階に応じた、災

害へのプリペアドネスを高めることが求められる。本調

査は、日本特殊教育学会熊本地震支援助成事業を受け行

った。       (AYADO Yukari, FURUTA Hiroko) 
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